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青梅市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（概要）

１ 改正の理由

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法

等の一部を改正する法律（令和５年法律第３１号）の施行に伴い、子育

て世帯の負担を軽減するため、被保険者の産前産後の期間にかかる国民

健康保険税を減額しようとするものである。

２ 改正の内容

(1) 出産する予定の被保険者または出産した被保険者（以下「出産被保

険者」という。）にかかる国民健康保険税について、次に掲げる額を減

額する。

ア 所得割額の減額

所得割額の月割額に、出産被保険者の産前産後期間（出産予定月

の前月（多胎妊娠の場合には３月前）から出産予定月の翌々月まで

の期間をいう。以下同じ。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額

イ 均等割額の減額

被保険者均等割額（低所得世帯における減額措置を受けている場

合は、減額後の被保険者均等割額）の月割額に、出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 出産被保険者にかかる届出について、届書の記載事項、添付書類そ

の他届出の手続を規定する。

３ 施行期日等

(1) 施行期日

令和６年１月１日

(2) 経過措置

改正後の規定の適用関係について、必要な経過措置を置く。
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免除額
医療分 支援金分 介護分

189,048円 135,038円 47,197円 6,813円

113,429円 81,023円 28,318円 4,088円

8名 8名 8名 3名

R5年度産前産後保険税免除見込額

産前産後免除額 （R5.4〜8⽉請求分）（A） R5.8.31までに出産育児一時金の請求があった被保険者の免除額（⽉割算定済）

産前産後免除見込額 （R6.1〜3⽉見込）（B＝Aの3ヶ⽉分）

対象者数 (A)の対象者12名の3ヶ⽉分（介護分は4名の3ヶ⽉分）
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